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改訂川崎市卸売市場経営プラン 骨子案

Ⅰ プラン改訂の趣旨

平成28年2月に策定した「卸売市場経営プラン」について
平成30年6月に成立した改正卸売市場法を受け、旧法を前提
に策定した同プランを「食品流通の合理化と公正な取引環
境の確保」という改正法の趣旨・目的を踏まえて内容を改
訂し、今後の市場運営のあり方を明らかにするもの。

Ⅱ 現行プラン策定後からの市場環境の変化

□改正卸売市場法の成立・公布
・開設者の 間への開放など 幅に規制が緩和
→市場のあり方・開設主体についての検討の必要性
□夏季の著しい高気温による市場環境への影響の顕在化
・低温施設に対するニーズの更なる高まり
□量販店取引の拡大に伴う加工場等ニーズの更なる高まり
・消費者の加工品に対する志向も加速

Ⅲ 市場の方向性を定める上での留意事項・考え方

□市場機能の公共性・社会的役割
・生鮮食料品の流通を担う基幹的な社会インフラ
・災害時の災害対応拠点となる非常時のライフライン
□公共関与の必要性 社会インフラとしての機能堅持
□規制緩和に伴う市場運営の自由度向上
□取扱数量の減少  全体的に減少傾向が続く
□施設の老朽化と施設形態の変化（北部市場）

 寿命化だけでなく全体的な機能更新が必要
□本市市場の強み
・北部市場 東名 速に近く交通の便に恵まれる優位性

  都圏の 部に位置する 地特性
・南部市場  消費地の中 市街地、  空港に近接

Ⅳ 将来における食品流通の想定

商取引の変化や情報通信技術の発達などにより、食品取
引の形態が変貌し、今後卸売市場に求められる機能が変化
するとしても、食品を動かすための物流拠点機能の必要性
は不変である。

Ⅴ 目指すべき川崎市卸売市場（食品物流拠点）の将来像

◆最 限 活導 を図りながら最 限の公の経費負担により、安全安 な 鮮 料品を
市 に安定的に供給し続けている。

◆首都圏全体の生活を支えるインフラとして、近隣都市と連携しながら一定の公共関与
の下に運営がなされている。

◆災害時の災害対応拠点としても機能し続け、安全安 な市  活を えている。
北部市場
内陸部における発達した交通網を有するという立地優位性を活かした首都圏における
広域的食品流通の拠点

南部市場
市街地に立地する特性を活かした地域密着型食品流通の拠点

Ⅵ 施策の方向性

・消費者ニーズに合った商品を安定供給するための基本機能の強化
・食の安全安心、環境・災害の取組の強化
・効率的な機能維持手法の確保
・規制緩和を活かした自由度の高い取組の実施
【施策の方向性を踏まえて速やかに整理すべき事項】

取引ルールの策定
改正法の趣旨を踏まえ、食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境の

確保を両立する取引ルールを策定
【施策の方向性を踏まえた取組手法】

運営手法
効率性と公共性の調和及び社会環境の変化等への迅速・的確な対応を可能とする

柔軟な運営体制の構築するが、当面は卸売市場として現行体制を維持
施設整備手法
・厳しい市の財政状況、今後見込まれる社会環境や食品流通・市場取引環境の急速な
変化への迅速、的確な対応が必要であることを踏まえ、最大限 間活 による整備を
検討

・特に、北部市場については、開設から36年が経過し、主要な施設が著しく老朽化して
いることから、全体的な機能更新が図られる整備手法を検討

・整備 法の検討に当たり、今後の卸売市場の運営に必要な機能の確保や 間活 の
効果を最大化するため市場用地の高度利用等が必要となる場合には、土地利用や
建築に係る規制への対応等について検討
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＜スケジュール＞

＜検討体制＞

庁内検討体制 庁外検討体制

「本市卸売市場の方向性を明らかにする卸売市場経営プランの改訂」と「市場内の取引ルールを規定する業務条例の改正」を庁内関係局
及び場内事業者等との合意形成を通じて実現する必要がある。具体的には以下の体制により検討を進めている。

局長級会議「川崎市卸売市場機能検討委員会」に分科会を新設
し、法改正への対応について検討を進めている。

川崎市卸売市場
機能検討委員会

卸売市場機能
検討分科会

北部市場長、総務企画局行政改革マ
ネジメント推進室担当課長、総務企
画局企画調整課長、財政局財政課長、
経済労働局企画課長、北部市場管理
課長、北部市場業務課長

副市長、総務企画局長、財政局長、
経済労働局長、環境局長、まちづく
り局長、建設緑政局長、宮前区長

（親会議）

（子会議）

附属機関「川崎市中央卸売市場開設運営協議会」の部会として、
「川崎市卸売市場経営プラン改訂協議会」を新設した。

川崎市中央卸売市場
開設運営協議会

川崎市卸売市場
経営プラン改訂協議会

学識、
開設者

（業務条例に基づく附属機関） （検討部会）

場内事業者

開設者

①

ヒアリング

学識

開設者

②

意見交換

場内事業者

開設者

③

合意形成

2018年度 2019年度 2020年度

・プラン改訂

・条例改正

・認定申請

H32年度に予定される改正法施行を踏まえて①経営プランの改訂、②業務条例の改正、③国・県への認定申請を以下スケジュールどおり
実現していく必要がある。

機能検討委員会

プラン改訂協議会

場内事業者ヒア・調整

業務条例案作成
8/末
業務条例案上程

認定申請
書類作成
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